別表(第4条関係)
	区　分
	交付要件
	交付金額又は限度額

	転　入
奨励金
	奨励金の対象となる住宅は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとする。
	住宅1戸につき
	1,000,000円／戸
ただし、中古住宅取得の場合は、取得価格（土地代含む）の5％以内で1,000,000円を限度とする。

	
	
	同居する中学生以下の子1人につき
	300,000円／人

	持ち家
奨励金
	奨励金の対象となる住宅は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとする。
	住宅1戸につき
	1,000,000円／戸
ただし、中古住宅取得の場合は、取得価格（土地代含む）の5％以内で1,000,000円を限度とする。

	リフォーム
補助金
	転入奨励金又は持ち家奨励金の交付を受けた者のうち、新築した者又は新築の建売を購入した者が、10年経過後5年以内に、当該住宅をリフォームした場合とする。
	住宅1戸につき
	限度額1,000,000円／戸
※経費の3割以内

	空家再建
奨励金
	転入奨励金若しくは持ち家奨励金の交付対象者が、空家等を解体した同一敷地中において新築住宅を建設した場合、又は3年未満町外に居住する者が以前居住していた住家を解体した同一敷地中において新築住宅を建設した場合とする。
	空家等1戸につき
補助率　4/5
	限度額1,000,000円／戸





